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第Ⅲ期県立病院改革プランの概要

【 中央病院 】 【 厚生病院 】

資料４－１令和２年１０月１５日

【果たすべき役割】
１ 改革プラン対象期間における基本方針

■新公立病院改革ガイドライン（平成２７年３月総務省通知）に基づき、鳥取県地域医療構想と整合を取って病院ごとに作成。
■平成２８年度から令和２年度までの５年間を対象とし、病院の具体的な経営方針を整理したもの。

①鳥取赤十字病院との病々連携をさらに発展させ、平成30年
度に向けて機能分担、病床再編を進める。

②地域医療構想を踏まえ、高度急性期医療を担う地域の基幹
病院として、高齢化の進展に伴い増加する急性心筋梗塞や
脳卒中など、三次救急、周産期、がん、災害医療、血液難
病等の分野において中心的な役割を果たす。

③新病院建設を通じ、施設・スタッフ等体制を強化するとと
もに、患者ニーズを踏まえた経営により、医療の質の向
上・量の拡大を図る。

④地域医療支援病院として紹介・逆紹介を行い、圏域の医療
連携を推進する。（入院に重点）

⑤地域医療に携わる人材を育成する。（初期・後期の医師臨
床研修、看護学生の隣地実習等）

⑥新病院においても黒字を確保し、安定的に良質な医療を提
供する。

①地域医療構想を踏まえ、高度急性期・急性期医療を担う地域の
中核病院として救急、五大がんをはじめとする各種がん、周産
期、災害医療等の分野に対応するとともに、在宅医療を念頭に
おいた医療を提供する。

②医師・看護師・薬剤師等のメディカルスタッフの充実を進め、
医療提供体制をさらに強化する。

③紹介・逆紹介を積極的に進め、圏域の医療連携を推進する。
（入院に重点）

④地域医療に携わる人材を育成する。（初期・後期の医師臨床研
修、看護学生の隣地実習等）

⑤経常損益での黒字を確保し、安定的に良質な医療を提供する。

地域医療構想を踏まえ、鳥取大学医学部附属病院に次ぐ高診療機能を

持つ病院として、東部保健医療圏における高度急性期医療を中心とした

急性期医療を提供する大規模・中核病院として圏域内の高度・先進的な

医療を担う。

・増床とともに、より高度・先進的な医療を提供する。
（屋上ヘリポートを活かした救命救急医療、圏域内で唯一の
周産期医療、集学的がん医療、ハイブリッド手術等）

・高齢化が進む圏域において、高齢化とともに増加する急性心
筋梗塞や脳卒中等に24時間で対応する。

地域包括ケアを担う人材の育成等にも協力する。

（高度医療の提供、救急患者の受け入れ、病病・病診連携、介護専門

職との連携、病院の認定看護師による訪問看護師への指導、訪問看護

師養成講習の施設実習の引き受け等）

地域医療構想を踏まえ、中部保健医療圏の中核病院として、五大がん

に対応するほか高度急性期・急性期医療を中心とし、在宅医療を念頭に

おいた医療を提供する。

・地域がん診療連携拠点病院として、五大がんをはじめとして集学的
がん医療を提供する。

・高齢化とともに増加する急性心筋梗塞や脳卒中に対する医療を提供
する。

・圏域内で唯一の分娩可能な病院として、周産期医療を提供する。
・高度急性期・急性期医療を中心としつつ、圏域で不足している回復
期機能も担う。

○地域包括ケアを担う人材の育成等にも協力する。

（高度医療の提供、救急患者の受け入れ、病病・病診連携、介護

専門職との連携、病院の認定看護師による訪問看護師への指導、

訪問看護師養成講習の施設実習の引き受け等）

○中部医療圏で不足している回復期医療へも対応する。

（症状は落ち着いているものの胃ろう等により転退院が容易ではない

長期入院患者の受け皿として、一般病棟のうち１病棟（43床）を地

域包括ケア病棟へ転換（H28～）

２ 2025年における病院の将来像

〔鳥取県地域医療構想（抜粋）〕
「第５章 各構想区域の２０２５年のあるべき医療提供体制の実
現に向けて」の「１ 東部構想区域」

中央病院を中核とする高度急性期の医療提供体制の整備と構想区
域内の医療機関の機能分化を進めます。

３ 地域包括ケアシステムの構築と病院の役割

〔鳥取県地域医療構想（抜粋）〕
「第５章 各構想区域の２０２５年のあるべき医療提供体制の実
現に向けて」の「２ 中部構想区域」
五大がんについて住民の身近な場所で治療ができるよう、対応

可能な医療機関、薬局、訪問看護ステーション等の整備に取り組
みます。


